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安全憲章安全憲章 2-2 安全管理に関するPDCAの仕組み安全管理に関するPDCAの仕組み
　当社の最上位方針である｢企業理念｣の第一項に､｢私たちは、お客様のかけがえのない尊い命をお預かりしている責任を自覚し､
安全第一を積み重ね､お客様から安心､信頼していただける鉄道を築き上げます。｣と定めています。その最優先すべき価値観で
ある「安全」に関わる社員の具体的行動指針として「安全憲章」を定めています｡

　ＰＤＣＡサイクルとは、「計画を立て、これを実施し、そして自らの取り組みをチェックし、見直しを行う」という流れのことです。このように、
見直しを行いその結果を次の計画に生かしていくことによって、安全性の向上が進められることとなります。
　当社では、週に1回本社内役員が出席する「セーフティ・マネジメント会議」を開催し、事故などに関する最新情報の共有と対策の
方向性について議論などを行います。また、月に1回本社内役員、支社長などが出席する「安全推進会議」を開催し、運転事故および
労働災害の防止や安全監査などに関する事項の審議、効果的な対策の立案などを行います。さらに、半期に１回「安全マネジメント
レビュー会議」を開催し、社長が安全管理体制の構築・改善の状況を振り返り、総括し、安全管理体制が適切かつ有効に機能して
いるかを評価し、必要に応じて見直し・改善を行う仕組みとしています。
　「安全マネジメントレビュー会議」では、安全統括管理者、新幹線鉄道事業本部長、安全推進部長、監査部長から、安全計画の
実施状況や発生した重大事象、安全に関する監査の結果などについて、社長へ報告を行います。社長はその報告を受けてレビューし、
その内容を次の事業運営方針などに反映します。

安全管理体制安全管理体制
　鉄道安全管理規程に基づき安全に関わる体制を整備し､責任を明確にした上で各種施策を実行するとともに､その検証と必要な
改善を行うなど､安全性向上のためのＰＤＣＡサイクルを確実に実行し､確かな安全の構築に努めています。

　社長のリーダーシップのもと､輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する安全統括管理者をはじめ､各管理者の責任体制を明確に
した安全管理体制を構築しています｡なお、2018年6月に新幹線鉄道事業本部を新たに設置し、新幹線に関わる体制の見直しを行いました。

2-1 輸送の安全の確保に向けた体制輸送の安全の確保に向けた体制

安全統括管理者
※鉄道本部長またはこれに
　準ずる職にあたる者を選任

運転管理者
※運輸部長またはこれに
　準ずる職にあたる者および
　新幹線運輸部長または
　これに準ずる職にあたる者
　を選任

乗務員指導管理者
※乗務員の所属する箇所長を
　選任

※1新幹線に関わる
箇所を除く

※2新幹線に関わる
箇所に限る

社　長

　当社では、輸送の安全を確保するための取り組みが規程などに適合しているか、また安全管理体制が適切に運営され、有効に機能
しているかを確認し、必要により見直しを実施するため、毎年安全に関する監査を実施しています。
　安全に関する監査には「安全監査」と「安全マネジメント監査」の２種類があり、国土交通省が実施する「保安監査」および「運輸安全
マネジメント評価」とあわせて、安全管理体制の維持・向上を図っています。

2-3 安全に関する監査安全に関する監査

■ 安全に関する監査の種類

■ PDCAサイクル

■ 安全マネジメントレビューによる継続的改善

　輸送の安全を確保するための取り組みが、自社で定めた規程・手順に適合しているかを監査する

安全監査安全監査

　安全管理体制が適切に運営され、有効に機能しているかを監査する

安全マネジメント監査安全マネジメント監査

安全管理体制

・Ｐ（計画）
　　例：JR西日本グループ鉄道安全考動計画2022
        事業運営方針
・Ｄ（実行）
　　例：計画、方針の実行

・Ｃ（確認）
　　例：定期的な計画の振り返り
　　　　安全マネジメントレビュー、監査
・Ａ（改善）
　　例：計画の見直し、
　　　　次年度運営方針への反映

Act
（改善）

Plan
（計画）

Do
（実行）

Check
（確認）

安全マネジメントレビュー会議の開催 レビューコメント伝達

※総合安全推進会議にて伝達
　（本社内役員、各支社長、グループ会社社長など）

事業運営方針への反映

鉄道本部長
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安全憲章
　私たちは、２００５年４月２５日に発生させた列車事故を決して忘れず、お客様の
かけがえのない尊い命をお預かりしている責任を自覚し、安全の確保こそ最大の
使命であるとの決意のもと、安全憲章を定めます。
1. 安全の確保は、規程の理解と遵守、執務の厳正および技術・技能の向上にはじまり、
 　 不断の努力によって築きあげられる。

2. 安全の確保に最も大切な行動は、 基本動作の実行、確認の励行および連絡の徹底である。

3. 安全の確保のためには、 組織や職責をこえて一致協力しなければならない。

4. 判断に迷ったときは、最も安全と認められる行動をとらなければならない。

5. 事故が発生した場合には、併発事故の阻止とお客様の救護がすべてに優先する。
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2018 年度　事業運営方針




